
大
蔵
省

○

船
主
相
互
保
険
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年

令
第
二
号
）

運
輸
省

改

正

案

現

行

（
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

（
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

第
十
七
条

法
第
二
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十

第
十
七
条

法
第
二
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十

七
条
第
四
項
（
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に

七
条
第
四
項
（
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る

提
供
と
す
る
。

提
供
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

発
起
人
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
及
び
そ
の
理
由

二

発
起
人
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断

三

（
略
）

三

（
略
）

（
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

（
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

第
二
十
六
条

法
第
四
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四

第
二
十
六
条

法
第
四
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四

十
七
条
第
四
項
（
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次

十
七
条
第
四
項
（
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ

る
提
供
と
す
る
。

る
提
供
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

役
員
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
及
び
そ
の
理
由

二

役
員
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断

三

（
略
）

三

（
略
）



（
評
価
・
換
算
差
額
等
）

（
評
価
・
換
算
差
額
等
）

第
三
十
七
条

次
に
掲
げ
る
も
の
そ
の
他
資
産
、
負
債
又
は
出
資
金
及
び
剰
余
金

第
三
十
七
条

次
に
掲
げ
る
も
の
そ
の
他
資
産
、
負
債
又
は
出
資
金
及
び
剰
余
金

以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
も
、
純
資
産
の
部
の
項
目
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
適

以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
も
、
純
資
産
の
部
の
項
目
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
純
資
産
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る

当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
純
資
産
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

ヘ
ッ
ジ
会
計
（
ヘ
ッ
ジ
手
段
（
資
産
（
将
来
の
取
引
に
よ
り
確
実
に
発
生

二

ヘ
ッ
ジ
会
計
（
ヘ
ッ
ジ
手
段
（
資
産
（
将
来
の
取
引
に
よ
り
確
実
に
発
生

す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し

す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し

く
は
負
債
（
将
来
の
取
引
に
よ
り
確
実
に
発
生
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
を

く
は
負
債
（
将
来
の
取
引
に
よ
り
確
実
に
発
生
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
を

含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る

含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る

価
格
変
動
、
金
利
変
動
及
び
為
替
変
動
に
よ
る
損
失
の
危
険
を
減
殺
す
る
こ

価
格
変
動
、
金
利
変
動
及
び
為
替
変
動
に
よ
る
損
失
の
可
能
性
を
減
殺
す
る

と
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
当
該
損
失
の
危
険
を
減
殺
す
る
こ
と
が
客
観
的
に

こ
と
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
当
該
可
能
性
を
減
殺
す
る
こ
と
が
客
観
的
に
認

認
め
ら
れ
る
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
損
益
と
ヘ
ッ
ジ
対
象
（

め
ら
れ
る
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
損
益
と
ヘ
ッ
ジ
対
象
（
ヘ

ヘ
ッ
ジ
手
段
の
対
象
で
あ
る
資
産
若
し
く
は
負
債
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

ッ
ジ
手
段
の
対
象
で
あ
る
資
産
若
し
く
は
負
債
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を

を
い
う
。
）
に
係
る
損
益
を
同
一
の
会
計
期
間
に
認
識
す
る
た
め
の
会
計
処

い
う
。
）
に
係
る
損
益
を
同
一
の
会
計
期
間
に
認
識
す
る
た
め
の
会
計
処
理

理
を
い
う
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
ヘ
ッ
ジ
手
段
に
係
る
損
益
又
は

を
い
う
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
ヘ
ッ
ジ
手
段
に
係
る
損
益
又
は
評

評
価
差
額

価
差
額


